
１ 事務事業に関する基本情報 令和 2 年度

担当係 担当者

施　策 2 連絡先

施策体系 2

主な事業

款 3

項 1

目 3 開始 H24

事業 923 終了 ―

２ 事務事業の概要

1 法令等名→

３ 活動指標、成果指標
単位

A 地区

B 人

C 回

D

単位

A 回 まちづくり委員会等の開催回数

B 日

C 人

D

４ コスト
H29年度 H30年度 R3年度

単位 実績 実績 目標 実績 目標 実績 目標

A 地区 9 9 12 10 13 12 14
B 人 9 11 17 19 26 20 28
C 回 1,023 868 1,000 1,124 1,200 1,064 1,500
D

A 回 93 97 100 127 120 144 150
B 日 1,805 1,907 2,500 2,383 3,500 3,215 4,000
C 人 16,190 20,149 25,000 23,606 25,000 21,689 30,000
D

千円 25,422 29,032 38,326 43,128 59,369 52,742 61,774
人 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5

千円 8,000 8,000 8,000 8,000 12,000 12,000 12,000
千円 17,422 21,032 30,326 35,128 47,369 40,742 49,774

国庫支出金（交付金・補助金） 千円

県支出金（交付金・補助金） 千円

地方債（借入金） 千円

事業収入（使用料・参加費等） 千円

一般財源（単町費） 千円 17,422 21,032 38,007 35,128 47,369 40,742 49,774

事務事業計画書兼評価表（A表）

事業番号 923 事  業  名 集落支援事業

担当課 福祉課 地域福祉係 高橋　雅志

事業の目的

誰（何）をどうするためにこの事業を行うのか記載。

　住民誰もが住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるよう、地域における支えあい活動を充実させ、行政と住民が連携
して地域福祉を推進するため。

地域福祉計画の推進 ■継続

予算区分

民生費 事業実施
主体

■八頭町

社会福祉費 □その他

老人福祉費
計画期間

総合計画に最も
関連ある施策

やすらぎといきがいのあるまちづくり 0858-72-3586

高齢者・障がい者福祉
事業区分

□新規

集落支援事業

事業の対象

誰（何）に対してこの事業を行うのか記載。

　八頭町全域（郡家地区を東西に分け全14地区[概ね旧小学校区単位]）に住民主体で地域福祉に取り組む組織（まちづくり委
員会）を立ち上げ、活動を支援する。
　令和2年7月時点12地区　（上私都、中私都、下私都、東郡家、大御門、大江、済美、隼、船岡、安部、丹比、八東地区）

事業の成果
到達点

どんな成果を得たいのか、または、何がどうなれば達成か、具体的に記載。

　町全域（郡家地区を東西に分け全14地区[概ね旧小学校区単位]）で順次、住民主体の地域福祉推進組織（まちづくり委員
会）を設立し、官民共同で地域の支えあい活動を推進することにより、地域福祉計画の目標である 「みんなで支えあい　安心
して暮らせる　福祉のまちづくり」 を実現する。

根拠法令等 1．法令（義務） 2．法令（任意） 3．条例 4．規則・要綱等 5．なし 社会福祉法第１０７条（市町村地域福祉計画）

事業の内容

事業の規模や業務量などを具体的に記載。

　集落支援員を各地区に1～2名委嘱し、相談機能などの取り組みを強化。週3日程度の活動を支援する。また、集落支援補助
員として各地区で１５～２０人程度の事業推進員に活動の支援をしてもらう。

事業の手段

どういう方法、手順で事業を進めるのか、具体的に記載。

　拠点施設などでカフェや体操教室に加えて、子ども交流、高齢者と子どもの交流会、地区サロン、高齢者の交通安全教室、
悪質商法対策講座、認知症予防講座、振り込め詐欺予防講座、お菓子作り教室、健康教室、地区再発見散策、料理教室など
を開催する。また、29年度からは介護予防・日常生活支援総合事業にも取り組んでいる。

活動指標

事業の手段を図るものさし

組織設置数（累計）

集落支援員の数

カフェ・各種教室等の開催回数

区分
R1年度 R2年度

活動指標

成果指標

トータルコスト

成果指標

事業の成果、到達点を図るものさし

集落支援員の活動日数

施設等利用者数

担当職員数

職員人件費

事業費

事
業
費
財
源
内
訳
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５ 実施活動内容・結果及び成果（到達点）（Ｄ） 令和 2 年度

６ 事務事業の評価（Ｃ）
評価点 点数

20

13

7

0

20

13

7

0

20

13

7

0

20

13

7

0

20

13

7

0

点数
評価点合

計
80点以上

60～79点

50～59点

40～49点

30～39点

20～29点

19点以下

７ 問題点及び今後の課題・方向性（Ａ）
事業活動に当たり、一番の問題と捉えていること。重点的に手当てする事柄、改善点、工夫したい箇所

　まちづくり委員会の設立に至っていない２地区（西郡家、国中）の早期設立に向け、地域住民との合意形成を行っていくこと
が重要である。特に西郡家地区においては、設立の形や方法に他地区と異なった工夫・手法が必要であり、かつ課題と捉えて
いる。

事業の方向性

１、拡充する

２、現状維持

３、改善・効率化し継続

４、見直しの上縮小する

５、終期設定し終了

６、休止

判断理由・評価コメント（具体的に記入のこと）

必要性
（町民ニーズ）

20

　急速に進む少子高齢化、人口減少などによる様々な地
域課題を解決するためには、地域で課題を受け止め地
域の福祉活動を通じて、行政と協働しつつ住民同士で支
え合う力を強化しなければならない。

事務事業計画書兼評価表（B表）

実施活動内容・結果（何をしたのか）

　地域福祉に取り組む組織を設立し、その活動の拠点を整備することにより、地域課題を洗い出し、解決策を考
える場となっている。カフェや介護予防・体操教室などの各種教室、子ども交流、世代間交流、夏休み勉強会な
どの実施を通じて地域の活性化を図った。

内容・結果に基づく成果（どうなったのか）実施活動内容・
結果及び成果

（到達点） 八頭町地域福祉推進計画（計画期間：平成３０年度～令和５年度）の中間評価を行い、計画を見直した。１１地
区目、１２地区目となる丹比地区、八東地区が立ち上がった。８地区のまちづくり委員会の集落支援員を２人体
制とし、総合相談体制の充実を行った。新型コロナウイルス感染症の影響で一時活動ができない期間があった
が、感染対策を講じて、事業を再開し、利用者の居場所づくり、健康づくり、健康寿命の延伸、体力年齢の向上
を図ることが出来た。

④必要性がない

②どちらかと言えば町が実施

③妥当性が低い

妥当性
（町が行わなけ

ればならないか）

20

チェックポイント

①必要性が高い

②どちらかと言えば必要性がある

③必要性が低い

評価項目

　介護保険法の改正により、まちづくり委員会が介護予
防・日常生活支援総合事業の受け皿となっている一方、
国が進める医療介護一体化事業の高齢者通いの場の
役割を担う。また、八頭町地域福祉推進計画においてま
ちづくり委員会が重要な役割として位置づけられており、
今後も推進しなければならない。

効率性
（コスト削減の余

地は無いか）

13
　地区公民館や閉所となり遊休施設となった保育所など
の施設を有効活用し、活動の拠点とすることで地域住民
にとって身近な場所・地域での活動が可能となっている。

④緊急性がない

①成果が上がっている

②どちらかと言えば上がっている

③どちらかと言えば上がっていない

④非効率的である

①緊急性が高い

②比較的緊急性がある

③緊急性が低い

緊急性
（他事業に優先
し実施する必要

があるか）

20

　少子高齢化が進み、団塊の世代が後期高齢を迎える
2025年を前に、医療費や介護費用を抑制し、若者・現役
世代の負担軽減を図らなければならない。そのためにも
介護予防事業や健康寿命を延ばす取組を優先して実施
していく必要がある。

成　　果
（目的の達成状

況）

13

　新たな組織（２地区）が立ち上げることができたが、カ
フェや各種教室等の活動が新型コロナウイルス感染症
の影響により、開催できない時期があり、利用者数が減
少した。

④成果が上がっていない

④妥当性がない

①効率的である

②どちらかと言えば効率的である

③どちらかと言えば非効率的である

①町が行わないといけない

今後の
課題・方向性

上記問題点を解決していくため、次年度どんな活動を展開していくのか（課題）

　まちづくり委員会未設立の地区については、集落（区長）や老人会等への働きかけを行うとともに、集落説明会、設立検討会
を開催する。また、既設のまちづくり委員会への視察等を行い、事業の必要性、重要性についての理解を得ていく。

３、改善・効率化し継続

４、見直しの上縮小する

５、終期設定し終了

６、休止

事業の方向性

１、拡充する

２、現状維持

一次評価 判定に至った理由

1
86 令和２年４月に丹比地区まちづくり委員会が、同年７月に

八東地区まちづくり委員会がそれぞれ立ち上がった。未
設置地区の国中地区では設立準備会を行っており、令
和３年度中には設立される見込みではある。しかしなが
ら、新型コロナウイルス感染症により協議が進んでいな
い。西郡家地区においても、新型コロナウイルス感染症
の影響で検討会や集落説明会が開催できていない。

評価点に
よる判定

1
７、廃止

二次評価 判定説明・意見

1

　本事業では、みんなで支え合い、安心して暮らせる福祉のまちづくりを推進するた
め、まちづくり委員会を各地区において立ち上げ、活動の推進・サポート役である集落
支援員や集落支援補助員等を配置して、共助による地域福祉や地域活性化のための
活動を行っている。令和2年度末時点で町内12地区にまちづくり委員会が設立されて
おり、カフェや各種教室・講座、地域住民の交流など様々な事業が実施され、高齢者
を中心とした地域住民の活動拠点として重要な役割を果たしている。平成29年度から
は介護予防・日常生活支援総合事業にも取り組んでいるところであり、今後も様々な
事業とのタイアップ活動等を通じ、より効果的で効率的な事業展開を進めていただき
たい。まちづくり委員会の運営体制に関しては、生活相談の充実を図るため、平成30
年度にはモデル地区２地区を指定して集落支援員を２名体制に増員し、令和2年度に
は各地区２名体制へと拡充を図ったところであるが、今後も、支援人員の確保に努め
ていく必要がある。また、町全体としても効率的かつ効果的な事業展開となるよう、地
区公民館が担う社会教育活動との共存・連携等についても、十分な検討・調整を行っ
ていく必要があると考える。なお、まちづくり委員会の設立に至っていない残り2地区に
ついても、引き続き、地元組織や住民と協議のうえ、組織立上げへ向けて、丁寧な調
整を進めていただきたい。７、廃止

問題点
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